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第
三
十
条
第
一
号
中
「
あ
て
名
」
の
下
に「（
出
願
人
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
日
本
国
民
等
で
あ
る

出
願
人
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
人
の
国
籍
、
住
所
又
は
居
所
及
び
あ
て
名
）」を
加
え
、
同
条
第
二
号
中
「
署
名
」
の

下
に「（
提
出
者
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
提
出
者
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
人
の
氏
名
又
は
名
称
の

記
載
及
び
押
印
又
は
署
名
）」を
加
え
る
。

第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
手
数
料
の
種
類
ご
と
に
当
該
各
号
に
掲
げ
る
期
間
内
に
手
数

料
を
」
を
「
法
第
十
八
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料
並

び
に
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料
の
う
ち
、
規
則
15.1
に
規
定
す
る
国
際
出
願
手
数
料（
以
下「
国

際
出
願
手
数
料
」
と
い
う
。）を
国
際
出
願
が
特
許
庁
に
到
達
し
た
日
か
ら
一
月
以
内
に
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
及

び
第
二
号
を
削
る
。

第
三
十
二
条
中
「
法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
」
を
「
法
第
七
条
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
三
十
三
条
中
「
法
第
七
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
法
第
七
条
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条

削
除

第
三
十
四
条
の
二
を
削
る
。

第
三
十
五
条
第
一
項
中
「
法
第
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
を
「
法
第
七
条
」
に
改
め
、「
又
は
国
際
出
願
に
係
る

指
定
国
の
一
部
の
指
定
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
法
第
七
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
法
第
七
条
第
三
号
」
に
改

め
る
。

第
三
十
六
条
第
二
項
中
「
選
択
国
」
と
あ
る
の
は
「
条
約
第
三
十
一
条
_
æ
に
規
定
す
る
選
択
国
（
以
下
「
選
択

国
」
と
い
う
。）」
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
の
二
中
「
七
万
二
千
円
」
を
「
九
万
七
千
円
」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

前
項
の
証
明
書
の
交
付
を
請
求
す
る
者
は
、
そ
の
優
先
権
を
主
張
す
る
旨
及
び
出
願
し
よ
う
と
す
る
国
の
国
名

（
国
際
出
願
に
あ
つ
て
は
国
際
出
願
で
あ
る
旨
）
を
記
載
し
た
書
面
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
特
許
庁
長
官
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
優
先
権
を
主
張
す
る
た
め
の
書
類
の

提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
条
中
「
が
記
名
し
、
か
つ
、
印
を
押
さ
」
を
「
の
氏
名
を
表
示
し
」
に
改
め
る
。

第
四
十
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
国
際
調
査
機
関
の
見
解
書
）

第
四
十
条
の
二

特
許
庁
長
官
は
、
審
査
官
に
、
規
則
43
の
2.1
æ
の
規
定
に
よ
る
国
際
調
査
機
関
の
書
面
に
よ
る
見

解
（
以
下
「
国
際
調
査
機
関
の
見
解
書
」
と
い
う
。）を
国
際
調
査
を
す
る
際
に
作
成
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

審
査
官
は
、
国
際
調
査
及
び
国
際
予
備
審
査
を
同
時
に
開
始
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
国
際
出
願
が
条
約
第
三
十

四
条
]
è
ü
か
ら
A

ま
で
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
場
合
は
、
国
際
調
査
機
関
の
見
解
書
の
作
成
を
要
し
な
い
。

３

審
査
官
は
、
国
際
調
査
に
係
る
国
際
出
願
が
そ
の
全
部
の
請
求
の
範
囲
に
つ
き
法
第
十
二
条
第
二
項
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
そ
の
旨
を
、
国
際
調
査
に
係
る
国
際
出
願
が
そ
の
一
部
の
請
求
の
範
囲
に
つ
き
同
項

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
そ
の
旨
及
び
当
該
一
部
の
請
求
の
範
囲
以
外
の
請
求
の
範
囲
の
み
に
つ
い

て
し
た
見
解
を
、
国
際
調
査
機
関
の
見
解
書
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

４

審
査
官
は
、
法
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
手
数
料
を
追
加
し
て
納
付
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
た
場
合
に
お
い

て
、
手
数
料
の
追
加
の
納
付
が
な
い
と
き
は
、
手
数
料
の
納
付
が
あ
つ
た
発
明
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
国
際
調
査

機
関
の
見
解
書
を
作
成
し
、
そ
の
他
の
発
明
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
は
国
際
調
査
機
関
の
見
解
書
の
作
成
を
要
し

な
い
。

（
国
際
調
査
機
関
の
見
解
書
の
記
載
事
項
）

第
四
十
条
の
三

国
際
調
査
機
関
の
見
解
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
当
該
見
解
を
作
成
し
た
審
査
官

の
氏
名
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

国
際
出
願
番
号

二

出
願
人
の
氏
名
又
は
名
称

三

国
際
出
願
日

四

国
際
調
査
機
関
の
見
解
書
を
作
成
し
た
年
月
日

五

国
際
特
許
分
類
に
よ
る
発
明
の
属
す
る
分
野
の
分
類
の
記
号

六

請
求
の
範
囲
に
記
載
さ
れ
て
い
る
発
明
の
条
約
第
三
十
三
条
]
、
^
又
は
_
に
規
定
す
る
新
規
性
、
進
歩
性

又
は
産
業
上
の
利
用
可
能
性
に
つ
い
て
の
見
解

七

前
号
の
見
解
に
関
連
す
る
技
術
に
関
す
る
文
献

八

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項

２

審
査
官
は
、
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
国
際
予
備
審
査
が
請
求
さ
れ
た
場
合
に
は
、
国
際
調
査
機
関
の

見
解
書
は
、
規
則
66.2
æ
の
規
定
に
よ
る
国
際
予
備
審
査
機
関
の
最
初
の
書
面
に
よ
る
見
解
と
み
な
す
旨
並
び
に
出

願
人
は
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
に
定
め
る
期
間
内
に
答
弁
書
を
提
出
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
る
旨
及
び
法
第
十

一
条
の
規
定
に
よ
る
補
正
書
を
提
出
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
る
旨
を
、
国
際
調
査
機
関
の
見
解
書
に
記
載
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
一
条
第
一
項
中
「
国
際
調
査
報
告
」
の
下
に
「
及
び
国
際
調
査
機
関
の
見
解
書
」
を
加
え
る
。

第
四
十
二
条
第
五
号
中
「
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
の
下
に「（
国
内
出
願
に
お
い
て
先
行
技
術
の
調
査
を
行
う
も
の
を
除

く
。）」
を
加
え
る
。

第
四
十
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
文
献
の
写
し
の
請
求
の
様
式
）

第
四
十
九
条
の
二

文
献
の
写
し
の
請
求
は
、
様
式
第
二
十
の
三
又
は
様
式
第
二
十
の
四
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
五
十
条
第
一
項
中
「
二
万
九
千
円
」
を
「
四
万
千
円
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
五
条
第
七
号
」を「
第

十
五
条
第
六
号
」
に
、「
当
該
特
許
出
願
又
は
実
用
新
案
登
録
出
願
の
審
査
の
結
果
」
を
「
当
該
特
許
出
願
の
審
査
又

は
当
該
実
用
新
案
登
録
出
願
若
し
く
は
実
用
新
案
登
録
に
つ
い
て
の
実
用
新
案
技
術
評
価
の
結
果
」
に
改
め
る
。

第
五
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
国
際
予
備
審
査
の
請
求
期
限
）

第
五
十
一
条
の
二

法
第
十
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
国
際
調
査
報
告
及
び
国
際
調
査
機
関

の
見
解
書
又
は
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
の
通
知
を
出
願
人
に
送
付
し
た
日
か
ら
三
月
又
は
当
該
国

際
出
願
の
優
先
日
か
ら
一
年
十
月
の
う
ち
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
と
す
る
。

２

特
許
庁
長
官
は
、
前
項
に
規
定
す
る
期
間
経
過
後
に
国
際
予
備
審
査
請
求
書
が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
請

求
は
行
わ
れ
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
し
、
そ
の
旨
を
出
願
人
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
二
条
第
二
号
中
「
あ
て
名
」
の
下
に「（
出
願
人
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
出
願
人
の
う
ち
少

な
く
と
も
一
人
の
国
籍
、
住
所
又
は
居
所
及
び
あ
て
名
）」を
加
え
る
。

第
五
十
二
条
の
二
中
「
第
十
二
条
の
二
」
を
「
第
十
二
条
」
に
改
め
る
。

第
五
十
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

第
一
項
の
書
面
に
す
る
出
願
人
の
押
印
は
、
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
出
願
人
が
二
人
以
上
あ

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
出
願
人
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
人
の
押
印
と
す
る
。
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